
埼玉県私立高等学校等被災児童生徒授業料等減免事業補助金交付要綱 

 

制  定  平成２７年 ４月 ９日決裁 

最終改正 令和 ６年１０月１１日決裁 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、埼玉県（以下「県」という。）内の私立小学校、私立中学校、私立

高等学校、私立中等教育学校及び私立特別支援学校（以下「私立高等学校等」とい

う。） を設置する学校法人が、東日本大震災又はその他大規模災害に起因する事情に

より、当該私立高等学校等に在学する児童又は生徒（以下「生徒」という。）の授業

料、入学金及び施設費等納付金（以下「授業料等」という。）の軽減事業を実施した場

合に、当該学校法人に対して補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的と

する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、文部科学省が定める被災児童生徒就学支援等事業交

付金交付要綱及び私立高等学校等経常費助成費補助金（幼稚園等特別支援教育経費・過

疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費・授業料減免事業等支援特別経費）交付要

綱並びに補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

  （定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるとおりとす

る。 

（１） 保護者  県内の私立高等学校等に在学している生徒の親権者（学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）に規定する保護者をいう。）又は公立高等学校に係る授業料の

不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成２２年政令第１１

２号）第４条第２項に定める者をいう。 

（２） 生徒 県内の私立高等学校等に在学している生徒のことをいう。 

（３） 東日本大震災 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する

法律（平成２３年法律４０号）第２条第１項に規定する災害で、同法第２条第２項及

び第３項の市町村を定める政令（平成２３年政令１２７号）第２条第１項及び第２項

に規定する区域での災害をいう。 

（４） 原子力災害被災地域 東日本大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所事故に

よる被災地域をいう。 

（５） 大規模災害 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３

７年法律第１５０号）に基づき、激甚災害（本激）に指定された災害（地震は最大震

度が７以上であるものに限る。）のうち、文部科学大臣が支援を行うことが必要と認

める災害をいう。 

 

  （補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業は、学校法人が実施する軽減事業のうち、次の各号に掲げ



る事情による家計急変のため授業料等の納入が困難となった生徒に対し、授業料等の減

免措置を行う事業とする。 

（１） 東日本大震災に起因する事情のうち、原子力災害被災地域において被災したもの 

（２） 東日本大震災に起因する事情のうち、原子力災害被災地域以外において被災した

もの（令和２年度までに学校法人の設置する学校に入学した者に限る。ただし、高

等学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校（高等部）に在学する生徒を除

く。） 

（３） 大規模災害に起因するもの（ただし、支援翌年度以降の事業については、小学

校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（高等部以

外）に係る事業に限るものとし、高等学校の支援翌年度の事業については、所得証

明書等による手続での確認ができない場合に限り補助の対象とする。） 

 

 （補助額） 

第４条 補助の対象となる経費は、学校法人が事業に要する経費とする。 

２ 前項の経費に対する補助額は、以下に定める額を上限とする。 

（１） 東日本大震災に起因する事情のうち、原子力災害被災地域において被災したもの

である場合は、事業実施年度の直近における学校種毎の授業料等の県平均額（県平

均額が全国平均額を上回る場合は全国平均額）（以下「年度単価」という。）に当

該事業の対象となる生徒の数を乗じて得た額 

（２） 東日本大震災に起因する事情のうち、原子力災害被災地域以外において被災した

ものである場合は、前号で定めた年度単価のうち授業料に当たる部分について、当

該事業の対象となる生徒の数を乗じて得た額 

（３） 大規模災害に起因するものは、年度単価（ただし、高等学校（中等教育学校（後

  期課程）及び特別支援学校（高等部）を含む。）の授業料については、年間 

 396,000円（中途退学した後、再び高等学校で学び直す者は、年間297,000円）を上

限とする。）に当該事業の対象となる生徒の数を乗じて得た額 

３ 生徒が学校法人に納める授業料等が前項各号に定める年度単価に満たないときは、当

該生徒が学校法人に納める授業料等の額を限度として補助する。 

４ 当該事業の対象となる生徒が当該年度途中で退学や休学等により、授業料の軽減を必

要としなくなったときは、第２項の規定にかかわらず、その生徒に係る補助額は、次の

各号の額を合算した額とする。 

  ただし、別に定める理由がある場合は、この限りではない。 

（１） 当該生徒に対する入学金及び施設費等納付金の軽減額（ただし、東日本大震災に

起因する事情のうち、原子力災害被災地域以外において被災したものである場合を

除く。） 

（２） 年度単価（前項の場合は、年間に当該生徒が学校法人に納めるべき授業料等の

額）から前号の額を減じた額に、軽減の対象となる在籍した月数を乗じて得た額を

１２で除して得た額（１０円未満の端数は切り捨て） 

５ 生徒が県または県以外の地方公共団体で実施する授業料等軽減事業（公立高等学校に

係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第



１８号）に基づく高等学校等就学支援金を含む。学資金の貸与事業は除く。）により補

助を受けている場合は、学校法人に納める授業料等の額と当該補助を受けている額の差

額を補助額とする。 

６ 学校法人が実施する当該事業の他に、生徒が学校法人に納める授業料等の減免（学校 

法人から奨学資金が支給されることにより、生徒が学校法人に納める授業料等の額が減

少するものを含む。）を受けている場合は、当該減免を受けた結果、当該生徒が学校法

人に納める授業料等の額を限度として補助する。 

 

 （補助期間） 

第５条 大規模災害に起因する事業は、発災後の支援初年度から３年以内とする。ただ 

し、支援初年度の翌年度以降は、県の定める要件を満たす場合に限る。 

 

 （交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする学校法人は、様式第１号の交付申請書に次に掲げ

る書類を添えて、別に定める申請期間内に知事に提出するものとする。 

（１） 事業計画書（別紙１） 

（２） 授業料等減免者一覧表（別紙２） 

（３） 授業料等軽減（減免）に関する規程 

（４） 東日本大震災又は大規模災害に起因する家計急変により授業料等の納付が困難と

なったことを確認できる書類 

 

 （交付の決定及び通知） 

第７条 知事は、補助金の交付を決定したときは、様式第２号の交付決定通知書により、

 学校法人に通知するものとする。 

２ 学校法人は知事から交付決定の通知を受理した後に、生徒の保護者に対して、学校法

人が定める様式により軽減の決定を通知しなければならない。 

 

 （状況報告及び変更承認の申請等） 

第８条 知事は、補助金の交付の決定を受けた学校法人に対し、事業の遂行の状況につい

て、書面で報告を求めることができる。 

２ 学校法人は補助金の交付決定に係る事業を変更、中止又は廃止しようとするときは知

事の承認を受けなければならない。 

３ 前項の知事の承認を受けようとする場合は、様式第３号の変更等承認申請書を提出し

なければならない。 

４ 知事は、第３項の変更等承認申請に基づき、変更を承認する場合は、様式第４号によ

り学校法人に通知するものとする。 

 

 （実績報告書の提出等） 

第９条 学校法人は補助事業が完了したときは、その日から３０日を経過した日又は補助

年度の３月３１日のいずれか早い期日までに、様式第５号の実績報告書（別紙１を添付



したもの）を、知事に提出しなければならない。 

 

 （額の確定） 

第１０条 知事は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、補助金等の交付の

決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかについて、書面により又は実地に

より調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、様式第６号

の確定通知書により、学校法人に対してその旨を通知するものとする。 

 

 （決定の取消） 

第１１条 知事は、補助金の交付を受けた学校法人が、次の各号のいずれかに該当すると

認められるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき 

（３） この事業の目的を達成することが困難であると認められるとき 

 

 （補助金の返還） 

第１２条 知事は、第９条の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金が

交付されているときは、期限を定めてその越える部分の補助金の返還を求めるものとす

る。 

２ 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付

されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 

 （加算金及び延滞金） 

第１３条 前条第２項の規定により補助金の返還を命じたときは、補助金の受領日から納

付日までの日数に応じ、年10.95％の割合で計算した加算金を当該補助金に加えた金額を

納付させるものとする。ただし、加算金が１，０００円未満であるときはこれを支払う

ことを要しない。 

２ 補助金の返還を命じた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納

期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95％の割合で計算した延滞金を納付さ

せるものとする。ただし、延滞金が１，０００円未満の場合及びやむをえない事情によ

り延滞金が生じた場合は、延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

３ 前項のやむをえない事情により延滞金を免除するためには、学校法人は、返還を遅延

させないためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由などを記載した理由

書を知事に提出しなければならない。 

 

 （書類の整備等） 

第１４条 補助金の交付を受けた学校法人は、事業に係る収入及び支出等を明らかにした

帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年



度から５年間保管しなければならない。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第１５条 補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付

申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとす

る。 

 

  （その他） 

第１６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年３月１１日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。た

だし、平成３０年度以前に本事業の対象となった災害に係る経費については、なお従前の

例による。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年度分の補助金から適用する。ただし、平成３０年度以前に本事業

の対象となった災害に係る経費については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年度分の補助金から適用する。 

 

  



 

別紙  

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び

完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であ

り、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切

申し立てません。  

記 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（埼玉県暴力団排除条例（平成2

3 年埼玉県条例第39 号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき

又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合

は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力

団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。  

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。  

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。  

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される

べき関係を有しているとき。 

（５）補助事業を実施するに当たり、法人等が、第三者と委託契約その他の契約（以下「委

託契約等」という。）を締結する場合に、その相手方が（１）から（４）までのいずれかに

該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

（６）補助事業を実施するに当たり、法人等が、（１）から（４）までのいずれかに該当す

る第三者と委託契約等を締結する場合（（５）に該当する場合を除く。）に、埼玉県が法

人等に対して当該委託契約等の解除を求め、法人等がこれに従わなかったと認められると

き。 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

令和  年度埼玉県私立高等学校等被災児童 

生徒授業料等減免事業補助金交付申請書 

 

                                                                                           

                                          （ 文 書 番 号 ） 

                           令和  年  月  日 

（宛先） 

   埼玉県知事 

 

                                   主たる事務所 

 

                                   所 在 地 

 

                                   学校法人名 

 

                                   理 事 長 名                              

 

 下記により、令和  年度埼玉県私立高等学校等被災児童生徒授業料等減免事業補助金

の交付を受けたいので、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５

号）第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 総括表 

 

  交付申請額    金                        円 

 

   （内訳） 

学 校 名 授業料補助額 入学金補助額 
施設費等 

納付金補助額 合 計 

     

  合計     校 円 円 円 円 

 

２ 添付書類 

（１）事業計画書（別紙１）   

（２）授業料等減免者一覧表（別紙２－１～別紙２－６）  

（３）軽減（減免）に関する規程 

（４）東日本大震災又は大規模災害に起因する家計急変により授業料等の納付が困難とな

ったことを確認できる書類 



別紙１ 

 

 

事 業 （ 計 画 書 ・ 実 績 書 ） 

 

学校法人名  

学 校 名  

 

 
 

補助費用 対象者数（人） 補助額（円） 備 考 

授業料    

入学金    

施設費等 

納付金 
   

合 計    

 



別紙３ 

 

 

変 更 事 業 計 画 書 

 

学校法人名  

学 校 名  

 

 
 

補助費用 

補助対象者数（人） 補助額（円） 

備 考 

 
うち変更対象 

者数（人） 
 

うち変更補助 

額（円） 

授業料      

入学金      

施設費等 

納付金 
     

合 計      

 



様式第２号（第７条関係） 

 

令和  年度埼玉県私立高等学校等被災児童 

生徒授業料等減免事業補助金交付決定通知書 

 

                                                    学 事 第         号 

                           令和  年  月  日 

 

 

  

 学校法人        理事長 様 

 

 

                                                  埼玉県知事     

 

 

 令和  年  月  日付け   第   号で申請のあった令和  年度埼玉県私立

高等学校等被災児童生徒授業料等減免事業補助金については、補助金等の交付手続等に関

する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号）第５条の規定により、下記のとおり交付します。 

 

記 

 

１ 交付金額    金                     円 

                    内訳 

 

 

２ 支払方法 

 

３ 交付の条件 

（１）当該交付決定のあった事業が、次の各号のいずれかに該当する場合にはあらかじめ 

  知事の承認を受けてください。 

    ア 新規に授業料等の軽減を必要とする者が生じたとき。 

    イ 授業料等の軽減額の変更を必要とする者が生じたとき。 

    ウ 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（２）補助事業者は、補助金等の交付手続等に関する規則、埼玉県私立高等学校等被災   

  児童生徒授業料等減免事業補助金交付要綱等に従ってください。 

（３）補助事業者は、個人情報の保護に細心の注意を払うとともに、個人情報の適正な   

  管理に努めてください。 



様式第３号（第８条関係） 

 

令和   年度埼玉県私立高等学校等被災児童生徒 

授業料等減免事業補助金変更等承認申請書 

 

                                                                                             

                                   （ 文 書 番 号 ） 

                           令和  年  月  日 

（宛先） 

   埼玉県知事 

 

                                   主たる事務所 

                                   所 在 地 

                                   学校法人名 

                                   理 事 長 名                            

 

 令和  年  月  日付け学事第   号をもって交付決定のあった令和  年度埼

玉県私立高等学校等被災児童生徒授業料等減免事業補助金を下記のとおり変更（中止・廃止）

したいので申請します。 

 

記 

 

 １ 変更交付申請額    金                      円 

   既交付決定額    金                      円 

   変 更 増 減 額    金                      円 
 

内 

 

 

訳 

申 請 済 み の 

学  校  名 

変 更 交 付 

申 請 額 

既 交 付 

決 定 額 
変更増減額 

    

合 

計 
 校  円  円  円 

    

 ２ 添付書類 

 （１）変更（中止・廃止）理由書（様式任意） 

 （２）変更事業計画書（別紙３） 

 （３）授業料等減免者一覧表（別紙２－１～別紙２－６） 

 （４）埼玉県私立高等学校等被災児童生徒授業料等減免事業補助金交付決定通知書 

   （写し） 

 （５）変更前の交付申請書及び事業計画書の写し 

 （６）東日本大震災又は大規模災害に起因する家計急変等により授業料等の納付が困難 

   となったことを確認できる書類 



様式第４号（第７条関係） 

 

令和   年度埼玉県私立高等学校等被災児童生徒 

授業料等減免事業補助金変更交付決定通知書 

 

 

                                                     学 事 第     号 

                           令和  年  月  日 

 

 

  

 学校法人        理事長 様 

 

 

                                                  埼玉県知事   

 

 

 令和  年  月  日付け学事第   号で交付決定した令和  年度埼玉県私立高

等学校等被災児童生徒授業料等減免事業補助金については、令和  年  月  日付け

変更承認申請に基づき、既交付決定額を下記のとおり変更し、交付します。 

 

記 

 

１ 変更交付決定額    金                     円 

  既交付決定額    金                     円 

  変 更 増 減 額    金                     円 

 

２ 支払方法 

 

３ 交付の条件 

（１）当該交付決定のあった事業が、次の各号のいずれかに該当する場合にはあらかじめ 

  知事の承認を受けてください。 

  ア 新規に授業料等の軽減を必要とする者が生じたとき。 

  イ 授業料等の軽減額の変更を必要とする者が生じたとき。 

  ウ 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（２）補助事業者は、補助金等の交付手続等に関する規則、埼玉県私立高等学校等被災   

  児童生徒授業料等減免事業補助金交付要綱等に従ってください。 

（３）補助事業者は、個人情報の保護に細心の注意を払うとともに、個人情報の適正な   

  管理に努めてください。 



様式第５号（第９条関係） 

 

令和  年度埼玉県私立高等学校等被災児童  

生徒授業料等減免事業補助金実績報告書 

 

                                                                        

                      （ 文 書 番 号 ） 

                           令和  年  月  日 

 

（宛先） 

   埼玉県知事 

 

 

                                   主たる事務所 

                                   所 在 地 

                                   学 校 法 人 名 

                                   理 事 長 名                         

 

 

 令和  年  月  日付け学事第   号で補助金の交付決定を受けた令和  年度

埼玉県私立高等学校等被災児童生徒授業料等減免事業が完了しましたので、補助金等の交

付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号）第１３条の規定により、関係書類

を添えて下記のとおり報告します。 

記 

１ 補助事業の名称      

２ 補助金の交付決定額   金          円 

３ 補助金の事業実績額   金          円 

 

   （内訳） 

学 校 名 授業料補助額 入学金補助額 
施設費等 

納付金補助額 合 計 

     

 合計     校 円 円 円 円 

 

４ 補助事業の実施期間 

    令和  年  月 ～ 令和  年  月 

５ 事業実績書（別紙１） 

 ※ 補助事業の名称は、学校法人で定める規程の名称を記載してください。 



様式第６号（第１０条関係） 

 

 

                            学 事 第   号 

 

 

 

令和  年度私立高等学校等被災児童生徒 

授業料等減免事業補助金の額の確定通知書 

 

 

 

                          学校法人 

 

 

 令和  年度私立高等学校等被災児童生徒授業料等減免事業補助金の額を、補助金等の

交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号）第１４条の規定に基づき、下記

のとおり確定します。 

 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

                             埼玉県知事     

 

 

記 

 

交付決定額 円 

確 定 額 円 

返 納 額 円 

 


